
 選告示第１号 

 

 

 松川町選挙区における投票区及び投票所を、公職選挙法（昭和 25年法律第

100号）第17条の規定に基づき次のとおり変更する。 

 

 

令和８年４月23日 

 

松川町選挙管理委員会 

委員長  宮下 佳弘 

 

 

（ 旧 ） 

投票区 住  所 投 票 所 施 設 名 

１ 松川町元大島749番地5 古町地区公民館 

２ 松川町元大島1654番地 上新井地区公民館 

３ 松川町元大島3592番地 2 松川町町民体育館 

４ 松川町大島2065番地 1 農村観光交流センターみらい 

５ 松川町上片桐2250番地 上片桐農村環境改善センター 

６ 松川町上片桐1077番地 子育て支援センターおひさま 

７ 松川町生田909番地1 福与ふる里ふれあい館 

８ 松川町生田5940番地 6 松川町共同福祉施設（生東会館） 

10 松川町生田2935番地 部奈文化伝承センター 

11 松川町元大島2930番地 1 松川町名子原体育館 

 

（ 新 ） 

投票区 住  所 投 票 所 施 設 名 

１ 松川町元大島1654番地 上新井地区公民館 

２ 松川町元大島3592番地 2 松川町町民体育館 

３ 松川町元大島2930番地 1 松川町名子原体育館 

４ 松川町大島2065番地 1 農村観光交流センターみらい 

５ 松川町上片桐2250番地 上片桐農村環境改善センター 

６ 松川町生田909番地1 福与ふる里ふれあい館 

 

 


